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住宅確保要配慮者の問題に取り組む
FRIENDLY DOORの挑戦

～増え続ける外国籍や高齢者、そして空き家。
なぜ今、居住支援が必要なのか～

2026.1.20
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はじめまして。龔 軼群（キョウイグン）です。

2

上海生まれ、５歳で来日。東京＆埼玉育ち。

株式会社LIFULLに、2010年新卒入社
営業や企画、国際事業、マネジメントを経て、
住宅確保要配慮者の問題に取り組む
LIFULL HOME’S FRIENDLY DOOR 責任者
社会貢献活動（CSR部門）、新規事業の人材育成を担う

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会
あんしん居住研究会委員

＋草鞋２足ほど
・一般社団法人Cultural Diversity 推進協会代表理事
・一般社団法人Welcome Japan 理事
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LIFULLのご紹介 -事業内容 -国内
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LIFULLのご紹介 -事業内容 -国内
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来店を断られた

入居できる物件が少なかった

審査が通らなかった
差別を受けた

自分の状況をどこまで

正直に開示したら良いか迷った

出典：LIFULL HOME'S 住宅弱者の「住まい探し」に関する実態調査結果を発表 5
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Q.住まい探しで困ったこと（住宅弱者 vs 一般層）

6
出典：LIFULL HOME'S 住宅弱者の「住まい探し」に関する実態調査結果を発表
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Q.入居できる物件が少なかったと答えた人の割合

7出典：LIFULL HOME'S 住宅弱者の「住まい探し」に関する実態調査結果を発表
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日本社会は、更なる人口減少、高齢化が進む

出典：厚生労働省「将来推計人口（令和5年推計）の概要」より抜粋

2070年
高齢者は
3人に1人以上
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住替えの

7割がここ
確定値

（増えること

はない）

出典：総務省統計局人口推計 2024年（令和６年）10月1日現在より抜粋
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日本経済を維持するための

海外人材への依存度はさらに高まる
厚労省が、令和５年外国人雇用実態調査を実施

外国人労働者に特化した、
賃金や入職経路、入国費用等に関する初の調査

・「月間きまって支給する現金給与額」は、26.7万円（一般労働者）

・外国人を雇用する理由：
「労働力不足の解消・緩和のため」 64.8％
「日本人と同等またはそれ以上の活躍を期待して」 56.8％
「事業所の国際化、多様性の向上を図るため」18.5％
「日本人にはない知識、技術の活用を期待して」が16.5％

・外国人労働者の雇用に関する課題
「日本語能力等のためにコミュニケーションが取りにくい」 44.8％
「在留資格申請等の事務負担が面倒・煩雑」 25.4％
「在留資格によっては在留期間の上限がある」 22.2％
「文化、価値観、生活習慣等の違いによるトラブルがある」 19.6％

出典：2024年12月24日のNHKニュースより
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2025年6月
395.6万人

コロナ後、増え続ける在留外国人
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「技能実習」を廃止し「育成就労」へ

出典：2024年6月14日のNHK＆日テレニュースより

2024年6月14日、参議院本会議にて
技能実習制度に代わる「育成就労法」などが可決・成立。

労働力不足を補うため、「育成就労制度」では、
外国人の「人材確保」と「人材育成」が目的となる。

外国人労働者が職場を変更する「転籍」については、
同じ職場で1年から2年就労し、
日本語のレベルなど一定の要件を満たせば、
自らの意向で転籍できるようになります。

育成就労制度の創設に伴って入管法も改正され、
新たな在留資格として「育成就労」の在留資格が設けられる。

これらの法律は、2027年4月1日に施行される予定。
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在留資格：技能実習・育成就労・特定技能1号、2号の違い
在留資格 技能実習 育成就労 特定技能1号 特定技能2号

目的
日本の技能を習得した外国人が
帰国後、母国の経済や技術発展
に貢献すること＝国際貢献

特定技能1号に移行できる人材の育成
産業分野での人材確保

労働力が特に不足している特定産業分野に
おいて人材を確保すること
（特定産業分野に属する相当程度の知識又
は経験を必要とする技能を要する業務に従
事する）

労働力が特に不足している特定産
業分野において人材を確保するこ
と
（特定産業分野に属する熟練し
た技能を要する業務に従事する)

就業可能な業務・職業
91職種167作業（主に6業界：農
業、漁業、建設、食品製造、繊
維衣服、機械金属）

16分野（特定技能と同一分野） 16分野
15分野（1号に含まれる介護は対
象外）

在留期間

１号：１年以内
２号：２年以内
３号：２年以内（合計で最長５
年）

最大3年※相当の理由（試験に落ちる等）が
あれば最大1年延長可

1年・6カ月・4カ月ごとの更新（通算5年
まで）

3年・1年・6カ月ごとの更新（更
新の上限なし）

技能水準 なし なし 試験等での確認 試験等での確認

日本語能力
試験等での確認は不要
（（介護職種のみ入国時N４レベ
ルの日本語能力要件あり）

・受入れ前：N5レベルの日本語能力
・受入れ後1年以内：技能検定基礎級合格

・特定技能1号移行：日本語能力A2（N4）
+技能検定3級 or 特定技能1号評価試験
・特定技能2号移行：日本語能力B1（N3）

+技能検定1級 or 特定技能2号評価試験

生活や業務に必要な日本語能力を試験等で
確認（技能実習2号を良好に修了した外国
人は試験等免除）

試験等での確認は不要

家族帯同 不可 不可 不可
要件を満たせば可能（配偶者、
子）

管理団体 監理団体 監理支援機関 ー ー

受入れ機関（企業等） 住居提供・生活支援 住居提供・生活支援 住居提供・生活支援 ー

登録支援機関による支援 ー ー 支援の対象= 住まい支援が必要 支援の対象外= 住まい支援が不要

転職 不可

条件付きで可能
①やむを得ない事情がある場合
②・同一業種であり
・分野で定められた期間就労しており
・技能、日本語の水準が満たされており
・転籍先が適正な場合

条件付きで可能 可能

永住権の取得 不可 不可 不可 要件を満たせば可能
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外国籍
1.6%

高齢者
27.7%

障害者
6.2%

ひとり親
2%

LGBTQ
7.6%

外国籍
3%?

高齢者
34%

(2035年予測)
障害者
10%?

ひとり親
2%

LGBTQ
7.6%?

2017年約30%（重複除く） 2035年予測約45%（重複除く）

出典：公益財団日本賃貸住宅管理協会 あんしん居住研究会資料より作成

住宅弱者は、既に日本の人口の３割を占める
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生活保護
164万世帯

7万 高齢者：3,623万人
- 単身高齢者：903万世帯
- UR/公営住宅世帯：100万世帯

UR公営の1/3

生活保護予備軍
1000万世帯（概算）シングルマ

ザー
120万世帯

外国籍
100万世帯

知的
109万

ワーキ
ングプ
ア

25万

91

万

40

万

4.6万

単身高齢者
民間賃貸

198万世帯

障がい
1,160万

UR・公営住宅だけでは、住宅供給ニーズをカバーできない

低所得者層は1000万〜2000万人を見込む

セーフティネットの物件供給：400万戸

UR 100万戸
都営・市営・県営とか公営住宅213万戸
セーフティーネット 100万戸
（ビレッジハウス 10万戸含む）
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日本全国の空室は、900万戸

出典：総務省統計局「令和５年住宅・土地統計調査結果」より
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出典：第28回日管協短観より

高齢者・外国籍を中心に民間受け入れが広がりつつある
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空室を
埋めたい入居したい

・オーナー
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FRIENDLY DOOR
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不動産会社検索は
５ヶ国語対応
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住宅確保要配慮者が相談できる

21

不動産会社

物件

500 店舗 6800 店舗

750 物件 317,000 物件

2019年11月 2026年1月

2026年1月2023年12月
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オウンドメディアで当事者に役立つ情報発信
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LINEグループで見守り
居住支援法人の共助の仕組み

入居者の約半数は高齢者
長屋の愛ある大家さん

空室を滞納者のシェルターに。
家賃債務保証会社の居住支援
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オーナーや不動産会社向けのノウハウ提供
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例）外国籍向け多言語対応や高齢者の見守り支援

豊島区の救急通報システム

外国籍向け 高齢者向け

日管協：Welcome 賃貸 国交省：多言語申込書・重要事項説明書

外国籍向け
・家賃債務保証
・入居者サポートサービス

見守り・駆けつけサービス

見守り・防犯通知
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住宅確保要配慮者向けのサポートデスク
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問合せ内容と対応

アルジェリアでエンジニア職をしています。
就労ビザで日本に移住する予定ですが、
来日前に家を探して申し込む方法はありますか？
予算は10万円です。

左半身麻痺で古いアパートの階段が錆びて
おり、この前を怪我してしまったので引越
しをしたい。対応してくれ不動産会社を探
してもらえますか？

シングルマザーで健康な娘と知的障害と自閉症のあ
る息子がいます。他の方の邪魔にならないよう一軒
家、もしくは１階の家を探しています。

北海道在住

アルジェリア在住

栃木県在住

対応方法

1.FRIENDLY DOORで対応できる不動産会社や物件をご紹
介する

2.弊社のサイトで紹介できない場合、各地域の居住支援

法人や外国籍等の専門不動産会社を探して、ご紹介す
る
UR・公営住宅（県営、都営、市営等）も探して情報提
供をする

3.必要に応じて、家賃相場や保証会社、身元保証可能な
法人、行政サービスもご紹介している
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“住宅弱者”を広く知ってもらう活動も
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住宅確保要配慮者の問題

に関する情報インプットとして
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